
2 0 1 9 年 7 月 1 6 日 

日本銀行金融市場局 

 

 

 

共通担保オペ（本店貸付）の2019年度対象先公募について 

 

 

１．はじめに 

○  日本銀行では、次のスケジュールで、共通担保オペ（本店貸付）の対象先を公

募し、現在の対象先を見直すこととしました（注）。 

（注）共通担保オペの取引方法等については、日本銀行ホームページ（http://www.boj.or.jp/）

に掲載している次の資料をご覧下さい。 

  ・「共通担保オペ（全店貸付）および共通担保オペ（本店貸付）の取引概要」 

  ・「金融市場調節取引におけるオファー停止、対象先除外等の措置について」 

 

 ▼公募スケジュール 

公募開始日 2019年7月16日  

公募締切日 2019年9月3日午後3時 

選定結果の公表 2019年10月中旬以降の予定 

選定先との取引 選定結果の公表後所要の準備が整い次第開始 

 

○  本日現在対象先（既存先）であって、本年度も対象先となることを希望する先

については、改めて応募して頂く必要はありません。本年度は対象先となること

を希望しない場合には、2019年8月15日午後3時までに、金融機関等名、部署名、

担当者の氏名、電話番号および電子メールアドレスを記載のうえ、その旨を後掲

の照会先宛てに電子メールによりご連絡下さい。電子メールのタイトルは「金融

市場調節取引の資格抹消の件（金融機関等名）」として下さい。 

―― 既存先であって、上記の電子メールによる連絡を行わなかった先について

は、応募があったものとみなし、２．のとおり選定を行います。ただし、こ

うした先においても、「共通担保オペ（本店貸付）の対象先選定基準・手続」

（別紙）３.の必須基準を満たしている必要がありますのでご留意下さい。

特に、３.（４）の適格担保差入平残にかかる必須基準については、当該基

準を満たしていることを確認するようにして下さい。 

  



２.対象先の選定 

○  対象先は、「共通担保オペ（本店貸付）の対象先選定基準・手続」（別紙）に基

づき選定します。ただし、現段階では予見できない事情のために、別紙記載の基

準等を適用することが不適当と判断される場合には、当該予見できない事情をも

勘案して選定を行うこと、または選定された対象先の見直し等を行うことが極く

例外的にあります。 

 

以  上 

 

 

 

 

＜照会先＞ 

日本銀行 金融市場局 

市場調節課 オペレーション企画グループ 

中 村（03-3277-1277） 

小坂田（03-3277-1272） 

E-mail：post.fmd26@boj.or.jp 
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別紙 

 

共通担保オペ（本店貸付）の対象先選定基準・手続 

 

１．対象先数 

○  対象先となることを希望する先の中から、50先を選定します。 

 

２．対象先としての役割 

○  金融調節を機動的・効率的に遂行する観点から、対象先には以下の役割を遵守す

ることを求めます。 

（１）共通担保オペ（本店貸付）に積極的に応札すること 

（２）正確かつ迅速に事務を処理すること 

（３）金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること 

○  対象先が、上記の役割に著しく背馳すると認められる場合その他の日本銀行が

対象先との間で行う共通担保オペ（本店貸付）の適切な運用を確保する上で支障

が生じると認められる場合には、当該先に対して理由を示したうえで、オファー

の見送り、あるいは対象先からの除外といった措置を採ることがあります。 

 

３．対象先としての必須基準 

○  対象先は、次の要件を満たしている必要があります。 

（１）日本銀行本店の当座預金取引先である金融機関、金融商品取引業者、証券金融

会社または短資業者であること（ただし、整理回収機構、預金保険法（昭和46年

法律第34号）第2条第13項に規定する承継銀行および同法第126条の34第3項第5号

に規定する特定承継金融機関等を除きます。）（注1）。 

（注 1）・金融機関とは、日本銀行法（平成 9年法律第 89号）第 37条第 1項に規定する金融

機関をいいます（以下同じです。）。 

・金融商品取引業者とは、日本銀行法施行令（平成 9年政令第 385号）第 10条第 1

項第 2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法（昭和 23年法律第

25号）第 28条第 1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます（以下

同じです。）。 

・証券金融会社とは、日本銀行法施行令第 10 条第 1 項第 3 号に規定する証券金融会

社をいいます（以下同じです。）。 

・短資業者とは、日本銀行法施行令第 10条第 1項第 4号に規定する者をいいます（以

下同じです。）。 
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（２）日本銀行本店との当座勘定取引について日本銀行金融ネットワークシステムを

利用していること。 

（３）日本銀行が行う共通担保オペ（全店貸付）の対象先であること。 

（４）2019年6月中、7月中または8月中のうち、何れか一つ以上の期間の適格担保差入

平残が500億円以上であること。 

――  適格担保差入平残の定義および確認方法は、「共通担保オペ（本店貸付）

の対象先選定への応募にあたっての留意事項」（別添２）１．を参照して下

さい。 

（５）公募開始日直前の決算期末（中間決算期末を含みます。以下同じです。）にお

いて、自己資本比率等が「金融調節取引の対象先等に関する信用力要件」に定

める要件を満たすこと、または、公募開始日直前の決算期末以降の増資等の事

情により、自己資本比率等が当該要件を満たすようになったと確認できること。 

―― 「金融調節取引の対象先等に関する信用力要件」は、日本銀行ホームペー

ジ（http://www.boj.or.jp/mopo/measures/select/index.htm/）に掲載して

います。 

―― 公募開始日直前の決算期末の自己資本比率等が、公募締切日までに判明し

ていない場合には、判明している直近の決算期末とします。 

――  公募締切日において初回の決算期末が到来していない先であっても、次の

先は応募が可能です。 

イ．何れかのオペの対象先としての資格の移管が認められた先 

ロ．日本銀行に決算期末の自己資本比率等を報告していた他の金融機関等との合併、

当該他の金融機関等からの事業の全部譲受けまたは当該他の金融機関等からの会

社分割による事業の全部承継を受けた先 

（６）公募開始日直前の決算期末以降の経営の状況その他考査等から得られた情

報に照らし、自己資本比率等が実質的に「金融調節取引の対象先等に関する

信用力要件」に定める要件を満たしていないとみられる事情、その他信用力

が十分でないと認められる特段の事情がないこと。 

○  対象先の選定後、対象先等（対象先および対象先として選定された先であって

所要の約定を未締結の先をいいます。以下同じです。）に合併その他の事由が生

じた場合において、以上の基準に鑑み日本銀行が必要と認めるときは、当該対象

先等から自己資本比率、その算出根拠資料その他の資料の提出を求めることがあ

ります。 

 また、上記の基準に鑑み必要と認められる場合には、対象先等から除外するこ

と等があります。 

 



3 

４．応募の方法 

〇 新規先（公募開始日現在の対象先でない先をいいます。以下同じです。）のう

ち、対象先となることを希望する先は、別添１の申請書を、2019年9月3日午後3

時までに、本店その他国内における営業の本拠である営業所等の所在地を業務区

域とする日本銀行本支店（本店の場合には金融市場局市場調節課オペレーション

企画グループ（本店新館4F）、支店の場合には営業課または総務課）に提出して

下さい。 

―― 申請書については、一金融機関一枚の申請書をご提出頂きます。複数のオ

ペの対象先となることを希望する先で、オペ毎に担当部署が異なる場合には、

各担当部署でご相談のうえ、ご対応下さい。 

 

 ○ 既存先（公募開始日現在の対象先をいいます。以下同じです。）は、本年度も

対象先となることを希望する場合には、改めて応募して頂く必要はありませんの

で、申請書の提出は不要です。 

本年度は対象先となることを希望しない場合には、2019 年 8 月 15日午後 3時

までに、金融機関等名、部署名、担当者の氏名、電話番号および電子メールアド

レスを記載のうえ、その旨を後掲の連絡先宛てに電子メールによりご連絡下さい。

電子メールのタイトルは「金融市場調節取引の資格抹消の件（金融機関等名）」

として下さい。 

―― 既存先であって、上記の電子メールによる連絡を行わなかった先について

は、応募があったものとみなし、選定を行います。ただし、こうした先にお

いても、３.の必須基準を満たしている必要がありますのでご留意下さい。特

に、３.（４）の適格担保差入平残にかかる必須基準については、当該基準を

満たしていることを確認するようにして下さい。 

 

 

（連絡先） 日本銀行 金融市場局 

市場調節課 オペレーション企画グループ 

 TEL：03-3277-1277、03-3277-1272 

 E-mail：post.fmd26@boj.or.jp 

 住所：〒103-8660 

   東京都中央区日本橋本石町 2-1-1 
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５．選定方法 

（１）応募先の数が50先以内の場合 

○  ３．の必須基準を満たし、かつ２．の役割の遵守を確約している応募先（申

請書を提出した新規先および本年度も対象先となることを希望した既存先をい

います。以下同じです。）の数が50先以内の場合には、すべての応募先を対象

先として選定します。 

（２）応募先の数が50先を超える場合 

○  ３．の必須基準を満たし、かつ２．の役割の遵守を確約している応募先の数

が50先を超える場合には、下表の応募区分の別に応じ、対象先を選定します。 

なお、2018年6月11日から2019年6月7日までの間に共通担保オペ（本店貸付）

を実施しなかった（オファーベース）ことから、今回の公募においては、本年

度も対象先となることを希望した既存先は全て下表の新規先として扱うこと

とします。 

応募区分 該当する先 

新規先 公募開始日現在で共通担保オペ（本店貸付）の対象先でない先 

＜該当先なし＞ 

既存先 

（シード先） 

公募開始日現在で共通担保オペ（本店貸付）の対象先である先のうち、

落札シェア（注2）が上位の先から順に、当該シェアの合計値が90%に達

するまでの範囲に属する先 

＜該当先なし＞ 

既存先 

（非シード先） 

公募開始日現在で共通担保オペ（本店貸付）の対象先である先のう

ち、既存先（シード先）以外の先 

（注 2）公募開始日現在の対象先毎に、次の算式で算出します。 

                        ある対象先の落札総額（注 3） 

ある対象先の落札シェア＝────────────────  ×100 
                          全対象先の落札総額（注 4） 

（注 3）2018 年 6月 11日から 2019 年 6月 7日までの間にある対象先にオファーを行っ

た場合における共通担保オペ（本店貸付）における当該先の落札総額 

（注4）2018年6月11日から2019年6月7日までの間にある対象先にオファーを行った場合

における共通担保オペ（本店貸付）における全対象先の落札総額 
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○  具体的には、次の①および②により対象先を選定します。 

① 応募区分が既存先（シード先）＜該当先なし＞である応募先 

 すべての応募先を対象先として選定します。 

② 応募区分が既存先（非シード先）＜該当先なし＞または新規先である応募先 

イ．次の（イ）および（ロ）の計数等を点数化します。 

（イ）適格担保差入平残 

（ロ）共通担保オペ（全店貸付）の落札実績 

 

ロ．イ．（イ）の計数の点数化方法 

 適格担保差入平残評価点は、次の算式で点数化します。 

 50点（満点）× 
応募先の順位  

既存先（非シード先）および新規先数  

── 上記の算式中の「応募先の順位」とは、応募先の適格担保差入平残

（2019年 6月中、7月中または 8月中の適格担保差入平残のうち最も

大きいもの）の小さい先から順に順位を付したものをいいます。 

 

ハ．イ．（ロ）の計数の点数化方法 

 共通担保オペ（全店貸付）落札実績評価点は、次の算式で点数化します。

落札実績がゼロである先の落札実績評価点はゼロ点とします。 

 50点（満点）× 

応募先の順位  

落札実績がゼロでない既存先 

（非シード先）および新規先の数 
 

―― 上記の算式中の「応募先の順位」とは、共通担保オペ（全店貸付）

の落札実績（注 5）の小さい先（ただし、落札実績がゼロである先を除

きます。）から順に順位を付したものをいいます。 

（注 5）2018年 6月 11日から 2019年 6月 7日（オファーベース）までの間のある既

存先（非シード先）および新規先の共通担保オペ（全店貸付）の落札総額を、

同期間の当該先に対する同オペの総オファー回数で除して算出。  
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ニ．応募区分が新規先である応募先のうち対象先とする先 

 応募区分が既存先（非シード先）または新規先である応募先を、ロ．および

ハ．による点数の合計値の高い先から順に順位を付し、その順位が対象先数

（50先）から①により対象先として選定した先数を引いて得られる数以内の

新規先である応募先を対象先として選定します。 

── ロ．およびハ．による点数の合計値が同じ先については、ハ．の点数

の高い先から順に順位を付します。 

 

ホ．応募区分が既存先（非シード先）である応募先のうち対象先から外す先 

 応募区分が既存先（非シード先）である応募先のうち、ニ．により対象先と

して選定した新規先との入替えにより対象先から外す先は、ロ．およびハ．

と共通担保オペ（本店貸付）落札実績評価点（100点満点）の合計値が低い

先から順に選びます。 

 共通担保オペ（本店貸付）落札実績評価点は、次の算式で点数化します。

落札実績がゼロである先の落札実績評価点はゼロ点とします。 

 100点（満点）× 

応募先の順位  

落札実績がゼロでない既存先 

（非シード先）数 
 

―― 上記の算式中の「応募先の順位」とは、共通担保オペ（本店貸付）

の落札実績（注 6）の小さい先（ただし、落札実績がゼロである先を除き

ます。）から順に順位を付したものをいいます。 

（注 6）2018 年 6 月 11 日から 2019 年 6 月 7 日（オファーベース）までの間の

ある既存先（非シード先）の共通担保オペ（本店貸付）の落札総額を、同

期間の当該先に対する同オペの総オファー回数で除して算出。 

── 適格担保差入平残評価点、共通担保オペ（全店貸付）落札実績評価

点および共通担保オペ（本店貸付）落札実績評価点の合計値が同じ先

については、共通担保オペ（本店貸付）落札実績評価点の低い先から

順に選びます。 
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６．対象先の選定結果の通知および公表 

○  対象先の選定結果は応募先に個別に通知します（原則として、新たに対象先と

なることを希望した先には申請書にご記入頂いた連絡先の第1順位の方に通知し

ます。既存先には日本銀行金融市場オンラインにより通知します。）。また、対

象先として選定した先は公表します。 

 

 

＜日本銀行金融市場オンラインを利用していない皆様へ＞ 

共通担保オペ（本店貸付）の対象先となった場合には、日本銀行金融市場オンラ

インを利用していただく予定です。日本銀行金融市場オンラインの導入準備には一

定の期間を要しますので、日本銀行金融市場局までお早めにご連絡いただくようお

願い致します。 

 

以  上 



 

別添１ 

 

金融市場調節取引の対象先選定に係る申請書（2019年度） 

 

1．当方は、公募開始日現在において対象先でない金融市場調節取引のうち、下表の

取引の対象先となることを希望します。 

―― 公募開始日現在において対象先である金融市場調節取引については、記載不要で

す。 

 
※・希望する金融市場調節取引の右欄に○を記入。 
・共通担保オペ（全店貸付）の対象先となることを希望する場合は、加えて、希望する貸
付店、取引店舗を記入。 

金融市場調節取引の種類 希望記入欄 

共通担保オペ（全店貸付） 

 

・貸付店 ：日本銀行        

・取引店舗：  当方        

共通担保オペ（本店貸付）  

国債売買オペ  

国庫短期証券売買オペ・ 

国債現先オペ 
 

国債補完供給  

ＣＰ等買現先オペ  

手形売出オペ  

 

 
（金融機関等名、金融機関等コード・4桁） 

               



 

2．当方は、以下の諸点を確約します。 

（1） 当方は、希望する金融市場調節取引の対象先に選定された場合には、選定され

た金融市場調節取引について、各金融市場調節取引の対象先選定基準・手続に掲

げる役割を遵守します。 

（2） 当方は、希望する金融市場調節取引について、各金融市場調節取引の対象先選

定基準・手続に掲げる必須基準を満たしています。 

（3） 当方は、日本銀行が必要と認める場合には、各金融市場調節取引の対象先選定

に係る各流通市場における取引高、取引平均残高、取引先数、レート情報の提供

内容もしくは売出手形等保有平均残高等の計数等または当該計数等を確認でき

る資料を速やかに提出します。 

（4） 当方は、日本銀行が必要と認める場合には、自己資本比率、その算出根拠資料

その他の日本銀行が必要とする資料を速やかに提出します。 

 

 

  年  月  日（注 1） 

 

 

（金融機関等コード・4桁）       

                            （金融機関等名）（注 2） 

（役職名・代表者） 

    

                  （注 3） 印（注 4） 

 

日本銀行金融市場局長 殿 

 

 

（注 1） 申請書の提出日を記載して下さい。この記載がない場合には、日本銀行の受付印の日付を提

出日とみなします。 

（注 2） 日本銀行との当座預金取引において業務局または支店に届出済の印鑑届における金融機関等

名を記載して下さい。また、外国銀行および外国法人である金融商品取引業者の場合には、届

出済の和文呼称を使用して下さい。 

（注 3） 頭取、社長、理事長等が記名なつ印または署名して下さい。 

（注 4） 代表者欄への支店長等の代理人名の記載は不可。印章は、日本銀行との当座預金取引におい

て業務局または支店に届出済の代表者の印鑑届に押なつしているもの（署名鑑届出者については

届出済の署名）を使用して下さい。 

 

 



 

■金融市場調節取引の対象先選定に係る申請書および選定結果の通知（注）に関する  

連絡先（優先順位を付けて 2名まで記入して下さい。） 

（注）既存先には、日本銀行金融市場オンラインにより通知します。 

 第 1順位 第 2順位 

部署・役職   

氏名   

電話番号   

ファクシミリ番号   

E-mailアドレス   

住所：〒 

 

 

 

■ＣＰ等買現先オペにおいて短期社債等の振替を行うための口座の開設状況  

※ＣＰ等買現先オペの対象先となることを希望する先（１．においてＣＰ等買現先オペの右欄

に○を記入した先）のみ、該当する区分にチェック を記入。 

 

□ 1．株式会社証券保管振替機構に短期社債等の振替を行うための口座を開設している

「機構加入者」です。 

□ 2．1．には該当しませんが、口座管理機関に短期社債等の振替を行うための口座を

開設しています。口座を開設している口座管理機関は、         です。 

□ 3．1．および 2．のいずれにも該当しません。 

 

 

（金融機関等名） 
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別添２ 

 

共通担保オペ（本店貸付）の対象先選定への応募にあたっての留意事項 

（2019年度選定） 

 

１．適格担保差入平残 

○ 適格担保差入平残とは、算出月の 1 日から算出月の末日までの日々の適格担保差

入額（適格担保（注１）の担保価額合計額から代理店契約に基づく保証額および歳入代

理店契約に基づく保証額の合計額を差引いた額をいいます。以下同じです。）（注２）を

合計し、これを暦日数で除した値（円位未満切捨て）をいいます。 

（注１）適格担保とは、日本銀行と金融機関等との間の「担保に関する基本約定」または「担

保に関する基本約定（適格外国債券担保用）」に基づく担保をいいます。 

（注２）営業日以外の日（土曜日、日曜日および祝日）の適格担保差入額は、その直前の営業

日の適格担保差入額とします。 

○ 応募先は、2019 年 6 月中、7 月中または 8 月中の適格担保差入平残を算出し、何

れか一つ以上の期間において「共通担保オペ（本店貸付）の対象先選定基準・手続」

３．（４）の必須基準を満たしていることをご確認下さい。 

○ 各営業日における適格担保差入額は、「所要担保価額」（日本銀行金融ネットワー

クシステムの業務処理区分「所要担保価額」（コード 534201）の出力データです。

「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（担保関係事務）」を参照して下さ

い。）により、算出できます。 

▼ 各営業日における適格担保差入額 

＝ 担保価額合計額―（代理店保証額（注３）＋歳入代理店保証額（注４）） 

（注３）与信種類コード「90」の所要担保価額 

（注４）与信種類コード「91」の所要担保価額 

○ 2019年 6月 1日から同月 30日までの間、7月 1日から同月 31日までの間または

8月 1日から同月 31日までの間に、他の金融機関等との合併、他の金融機関等から

事業の全部譲受けまたは他の金融機関等から会社分割による事業の全部承継を受

けた応募先は、合併した金融機関等、事業の全部譲渡を行った金融機関等または会

社分割による事業の全部承継を行った金融機関等の毎日の適格担保差入額を、自ら

の適格担保差入額に加えることができます。 
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２．対象先が合併、事業譲渡または会社分割を行う場合の取扱い 

○ 今回選定した対象先が、合併、事業譲渡または会社分割による事業の承継を行う

場合において、合併後の存続会社、譲受会社または承継先（以下「新会社」といい

ます。）に対象先としての資格を移管することを希望するときは、新会社が対象先

としての必須基準（「共通担保オペ（本店貸付）の対象先選定基準・手続」の３．（１）

から（６）まで）を満たしていること等を確認のうえ、次のとおり取扱います。 

（１）対象先が、合併、事業（対象先が外国銀行または外国法人である金融商品取引

業者である場合には、日本における事業をいいます。以下同じです。）の全部譲

渡または会社分割による事業の全部承継を行う場合には、特段の問題がない限り、

新会社に対象先としての資格を移管することを承認します。 

（２）対象先が、事業の一部譲渡または会社分割による事業の一部承継を行う場合にお

いて、共通担保オペ（本店貸付）に関する事業がその対象となるときは、その内

容に様々な態様が考えられるため、一部譲渡または一部承継の内容を確認したう

えで、新会社に対象先としての資格を移管することを承認するか否かを判断しま

す。 

○ また、対象先が合併により非存続会社となる場合、事業譲渡において譲渡会社と

なる場合または会社分割において分割会社となる場合には、当該対象先との共通担

保オペ（本店貸付）について、日本銀行および当該対象先における実務上のフィー

ジビリティを確認する必要があります。また、確認の結果、オファーを見送ること

がありますので、予めご承知おき下さい。 

○ 上記の場合を含め、対象先として選定した先が合併、事業譲渡または会社分割に

よる事業の承継を行う場合には、日本銀行金融市場局市場調節課オペレーション企

画グループに前広にご連絡下さい。 

 

                                 以  上 

 


